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各町会・各自治会長様

令和6年度に実施した「ごみゼロデー」の活動実績について下記のとおり報告する。

1.主たる活動期間

令和 6年5月24日(金)~令和 6年6月2日(日)

※都合により、上記期間の前後に実施した団体等がある。

令和6年度「ごみゼロデー」活動実績について

2.活動内容・参加人員

区内全域清掃

豊島区

令和6年7月

池袋駅周辺清掃

町

環境清掃部

環境保全課長

記

Ⅱ3町会

3,140 人

商店会

巧商店会

1豹人

計

区立学校

Ⅱ3町会

3.140 人

森眞理子

託校

4,945 人

都立・馳学校

15 商店会

199 人

Ⅱ校

2能人

企業・団体等

認校

4,945 人

U団体

910人

鵬髄詮・鴎a

Ⅱ校

262 人

肌団体

226 人

官公署

427 人

冊団体

1,136 人

2団体

8人

個人

44 人

【問い合わせ先】

環境清掃部環境保全課環境美化グループ

担当:則武・稲田

電話:0 3 -3 98 1 -26 9 0 (直通)

FAX:03-3980-5134

471人

計

3人

10,164 人

9,891 人

8人 3人

2胎人

合会

合
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各町会・自治会長様

日頃より、各町会・自治会の皆さまにおかれましては、区環境清掃事業にご

理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

豊島区では、たばこを吸われる方、吸われない方、どちらも安全で快適に暮

らせるまちづくりを目指して、様々な対策を進めております。

その一環として、令和4年度より、路上喫煙・ポイ捨てや受動喫煙の防止を

目的として、民間事業者等が設置する喫煙所に係る費用の助成を開始いたしま

した。

つきましては、多くの方に「民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成制度」

について、ご周知いただきたく、チラシの回覧をお願いいたします。

民問事業者等による公衆喫煙所設置等助成制度の

周知チラシ回覧について

豊島区環境清掃部

環境保全課長森眞理子

令和6年7月

【問い合わせ先】

豊島区環境清掃部環境保全課環境美化グループ

担当:則武

0 (直通)03-398

03-3980-513 4

E-ma il : AO015003@c ity. toshiⅢa' 1g. jp

9621話
XA

電
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民間事業者割こよる公衆喫煙所設置等助成のご案内1こっいて

豊島区では、路上喫煙.ポイ捨てや受動喫煙の防止を目的として、一般に利用可能恋喫煙戸折の設置と維

持管理に関する費用の助成を行い荻す。

☆申込み期間は、令和6年4月1日(月)~令和6年12月27日(金)です。

☆先となりますので、予、・・1こ達しだ時点で受付終了となります。

☆工関始前に止卸申請が必一と恋りますので、まずはご相ください。典叫

ヒグループ佃03-3981-2690)〒一(豊区環清掃部環保全課

●助成対象者

①区内の土地・建物を所有する方、②区内の土地又は物を使用する方

*国、独立行政法人及び地方公共団体の方は対象外です。

●助成内容

設置経費

維持管理経費

●助成対象となる喫煙所の要件等

対象となる喫煙所は、「内公

テーション型)」です。加えて、

区分

助成対象経費

工事費、設備費、

光熱費、,掃費、

備品購入費等

備品保守費等

公^(コンテナ鋤」、「外公」、「

下記の要件等を満たす必要があります。

要件

(1)たぱこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によっ

て区画されていること。

(2)たばこの煙が屋外又は外部の場所に排出されていること。

(3)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が02メー

トル毎秒以上であること。

(4)出入口には扉を設け、常時開放しないこと。

⑤たばこの煙が人の往来の多い区域及び他の建物の開口部に流入し

恋いよう配慮されていること。

(6)床面積が4平方メートル以上であること。

m バリアフリーに配慮された設計であること。

侶)法令等の基準を満たすものであること。

a)壁及び天井で囲ま松屋外排気設備のある閉鎖型の構造物である

こと。

(2)出入口には扉を設け、常時開放しないこと。

(3)たぱこの煙が人の往来の多い区域及び他の建物の開口部に流入し

ないよう配慮されていること。 【.甘合"

助成率

10/10

10/10

屋内公

啄丁、t 烝

助成限度額

敏X)万円

年60万円

屋外公

(コンテナ型)

回数/期間

1回

5年間

Ut-



(4)床面積が4平方メートル以上であること。

(5)パリアフリーに配慮された設計であること。

(6)法令等の基準を満たすものであること。

(1)周りに高さ2~3メートル程度の壁があり、天井力鞠放されてい

ること。

(2 出入口には、方向転換のためのクランクがあること。

(3)周りの壁の下部に、給気用の隙間(高さ10~20センチメートル

程度)があること。屋外公

(4)建物の出入口及び窓並びに人の往来が多い区域から可能な限り雛Utーテーション型)

して設置する等周囲の環境に配慮していること。

(5)床面積が4平方メートル以上であること。

(6)パリアフリーに配慮された設計であること。

(で法令等の基準を満たすものであること。

・一般に開放し、無料で利用できること(概ね1日8時問以上かつ週5日以上運営すること)

・区が公衆喫煙所として周知することに同意すること。

.供用開始日から最低5年間は継続して運営し、 1日 1回以上の清掃等を行い、適功に管理し、

安全に配慮すること。

・法令等に抵触せず、公序良俗に反しない形態及て腫営であること。

・望まない受動喫煙が生じないよう配慮した場所に設置し、周辺環境に配憲した運営を行うこと。

・公衆喫煙所の設置に関して、近隣住民等に対し、+分な説明及び周知を実施し、理解を得ること。

・出入口に20歳未満の者が利用できない旨の案内表示をすること。

ヒグループ

●助成の流れ

設置経

維持管理経費

*申請書等については、豊島区ホームヘージよりダウンロードしてご利用ください。

先】 環境清掃部環境保全課環境

金^-3981-26以)
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